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平成３０年９月２８日（金）１３時００分～ 

交通政策審議会海事分科会第１０５回船員部会 

 

 

【長岡労働環境技術活用推進官】  それでは、定刻となりましたので、一部委員の方が

遅れておりますが、ただいまから交通政策審議会海事分科会第１０５回船員部会を開催さ

せていただきます。 

 事務局を務めさせていただきます海事局船員政策課の長岡でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日は、委員及び臨時委員総員１９名中１５名のご出席となりますので、交通政策審議

会令第８条第１項及び船員部会運営規則第１０条の規定による定足数を満たしております

ことをご報告申し上げます。 

 また、本日はタブレット端末を用いたペーパーレス会議となっております。これは「デ

ジタル・ガバメント実行計画」において、平成３０年度を目処に審議会等における資料の

原則ペーパーレス化を進めることとされておりますことを受けまして、当省としての取組

みとなっております。ご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは早速、操作方法の説明と配布資料の確認をさせていただきたいと思います。本

日タブレット端末を置いておりますが、基本的にスマートフォン等をご利用の方は、それ

とほぼ同様の操作方法になります。右から左に画面上をなぞりますと次のページに移りま

すし、反対に左から右に指をなぞりますと、前のページに戻ってまいります。拡大縮小に

つきましては、２つの指を画面につけまして指の間を広げると拡大され、狭めますと縮小

されることになっております。 

 配布タブレットで主に利用する機能について、簡単にご説明をさせていただきたいと思

います。発言者モードがございます。画面の右下に人の顔の形をしたアイコンがございま

す。こちらをタッチしますと「発表開始」というメッセージが表示されます。こちらで「は

い」をタッチしますと、発表者モードに切り替わる形になっております。ですので、どな

たかのタブレットが発表者モードになった場合は、他のタブレットはオレンジ色の耳のア

イコンに切り替わることとなっております。これが参加者モードの表示ボタンになります。

参加者モードのタブレットにつきましては、発表者モードのタブレットで表示させている

画面が全て表示される形になっております。参加者モードの場合、ご自身で他の資料を閲
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覧されたい場合には、そのオレンジ色の耳のアイコンを一度タップされますと白に変わり

ます。そのときには発表者のページに関係なく、ご自由に閲覧することが可能となってお

ります。 

 基本的に、事務局から資料をご説明させていただく場合につきましては、発表者モード

でご説明させていただく予定としております。ですので、委員の皆様にそれぞれ資料をお

めくりいただく形にはならないものとなっておりますので、よろしくお願いします。ご質

問の発言の際に、共通の資料をお示ししたいような場合につきましては、人の顔のアイコ

ンをタップしまして、発言者モードをご利用いただきますと、皆さん一同に同じ資料が表

示される形になります。 

 注意事項としまして、右上のバツのボタンを押しますと、資料が全て閲覧できなくなり

ますので、事務局が新しいタブレットの交換等で対応させていただきます。お申し出いた

だきますようお願いいたします。このまま私のほうから発言者モードによりまして、資料

の確認をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 今、お手元のタブレットでオレンジ色の耳のボタンが右下に表示されているかと思いま

す。最初に議事次第がございます。次に、配布資料一覧です。本日、資料１につきまして

は、お手元に「平成３１年度海事局関係予算概算要求概要」のパンフレットをご用意して

おりますので、こちらが資料１となります。次に、資料２としまして「船員に関する特定

最低賃金の審議について」で、次に委員名簿がございます。資料２－２としまして「船員

に関する特定最低賃金(海上旅客運送業最低賃金)の改正について(案)」が表示されている

かと思います。次に、資料３でございます。こちらが「第２６回船員派遣事業等フォロー

アップ会議の報告について」です。資料４が諮問文「諮問第３１５号船員派遣事業の許可

について」、次に資料４－２としまして「船員派遣事業の許可について」、こちらが委員限

りの資料となっております。資料５としまして諮問文「諮問第３１６号無料の船員職業紹

介事業の許可について」、その参考資料としまして、資料５－２「無料の船員職業紹介事業

の許可について」、委員限りの資料をお付けしております。資料は以上でございます。 

 本日、タブレットでの初めての会議でございます。操作方法についてご不明な点がござ

いましたら、事務局がそばにまいりますので、お申しつけいただければと思います。以上

で、操作方法の説明と資料の確認を終わらせていただきます。 

 それでは、議事に入りたいと思いますので、野川部会長、よろしくお願いいたします。 

【野川部会長】  それでは、タブレットによる審議会第１回の記念すべき会議です。滞
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りなく進めてまいりたいと思います。 

 まず、議題１の「平成３１年度海事関係予算概算要求（重要事項）等について」、事務局

からご報告をお願いいたします。 

【庄司企画官】  海事局総務課企画官の庄司でございます。先ほど冒頭ございましたよ

うに、資料１につきましてはお手元の紙のもの、「海事局関係予算概算要求概要」という資

料でございます。私からはまず、総括的な事項についてご説明をさせていただきます。 

 パンフレットの１ページと２ページ、こちら見開きになっておりますので、そちらをご

覧いただければと思います。平成３１年度海事局の予算概算の左側が要求総括表、右側が

概要となっております。 

 まず、左側の総括表をご説明申し上げます。それぞれ柱立て、これは３０年度予算とほ

ぼ似た構成となっております。まず、１番といたしまして「海事生産性革命の深化」、２番

目「内航海運活性化の推進」、３番目「次世代を担う海事人材の確保・育成」、４番目が「国

際基準等を踏まえた総合的な海上安全・環境対策の推進」、５番といたしまして「海事振興」、

６番、「その他（国際機関分担金等）」とございます。総額で３１年度の要求額は、１２０

億飛んで８０００万円となっております。対前年度倍率は１.２３倍となっております。 

 各事項簡単に右側の概要でご説明いたします。１番の「海事生産性革命の深化」、これは

我々これまでも「ｉ－Ｓｈｉｐｐｉｎｇ」「ｊ－Ｏｃｅａｎ」と呼んでおりました。「ｉ－

Ｓｈｉｐｐｉｎｇ」、こちらは技術革新による造船・海運の競争力向上です。こちらにつき

ましても、船舶の開発・設計、建造、運航、各段階での技術開発支援を引き続き進めるも

のでございます。また、来年度におきましては、自動運航船につきましても、所要の技術

実証などを進めてまいりたいと考えております。また、「ｊ－Ｏｃｅａｎ」、こちらは海洋

開発分野における技術開発となります。こちらについても、引き続き技術開発等を進める

ための予算を計上しております。 

 ２番の「内航海運活性化の推進」でございます。こちらは昨年６月に取りまとめました

「内航未来創造プラン」、こちらに基づく諸施策を推進するための所要の経費を計上してい

るものでございます。 

 ３番、「次世代を担う海事人材の確保・育成」です。こちらにつきましては担当課から後

ほど詳細を説明いたしますので、割愛をさせていただきます。 

 ４番といたしまして「国際基準等を踏まえた総合的な海上安全・環境対策の推進」です。

こちらは、特に２０２０年度からのＳＯｘ規制強化に向けて、海運事業者等で円滑な対応
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ができるよう所要の施策を進めるものであったり、また温室効果ガス、こちらにつきまし

ても本年４月にＩＭＯでＧＨＧ削減戦略が取りまとまっております。そちらの推進に取り

組むものでございます。 

 また、５番の「海事振興」といたしましては、こちらもこれまで同様でございます。海

事立国として、海洋教育を進めるための所要の予算を計上しているものでございます。 

 また、関連事項でございます。海事局計上ではございませんが、離島航路の確保維持に

係る予算、こちらにつきましても総政局でまとめて計上させていただいております。 

 私の説明は以上でございます。 

【土居船員政策課課長補佐】  続きまして、船員関係の予算について説明させていただ

きたいと思います。船員政策課の土居と申します。 

 同じパンフレットで９ページを開いていただければと思います。９ページの表題が「内

航海運活性化の推進」となっております。その（１）内航海運の安定的輸送の確保・生産

性の向上の実現としまして、要求額が３,５００万円となっております。この中身の１つと

しまして、下半分が船員の関係になっております。下の丸、「船員の荷役作業の負担軽減」

でございます。こちらも昨年の「内航未来創造プラン」にも記載があったものでございま

す。内容としましては、労働負荷が高く、また危険が伴う荷役作業における船員の負担軽

減に向けて、荷役に係る運送契約等の実態、また船員の荷役作業の実態や荷役の自動化な

どの現状調査をして、船員の負担軽減や安全の確保のための取組みを図ってまいるもので

ございます。単年度で調査を行うことを想定しております。これをもちまして、船員の荷

役作業の運用ルールを明確化するなど、荷主企業と内航海運事業者が連携して船員の労働

環境整備を図る目的でやってまいりたいと考えております。 

 続きまして、１ページ飛びますが、１１ページをお開きいただきたいと思います。こち

らも全体の船員関係の予算になっております。表題（２）船員の確保・育成体制の強化と

しまして、要求額は１億７,０００万円となっております。小さな丸では４つ小見出しがつ

いております。その１つ目の丸「若年船員の雇用・育成」でございますが、こちらは若年

船員の安定的な雇用・育成に向けた諸施策により、我が国海上輸送の担い手である船員の

確保・育成、雇用促進を図るものでございます。こちらに３つの事業を掲げております。

このいずれも昨年度と同様の内容を引き続きやっていきたいものでございます。しっかり

継続していきたいという趣旨でございます。 

 まず、左側の「船員計画雇用促進等事業」でございます。こちらは、海上運送法に基づ
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く認定を受けた日本船舶・船員確保計画に従って、若年船員を雇用して育成した事業者を

支援するものでございます。また、図の下に小さい米印がついています。平成２９年度か

ら開始した支援メニューでございます事業者連携・雇用促進に対する助成も継続していき

たいと考えております。 

右側の上です。「内航船員就業ルート拡大支援事業」でございます。こちらは新６級と呼ば

れているものでございますが、民間養成機関において短期で６級海技士資格を取得できる

よう、養成課程につきまして社船実習に要する費用の部分を一部助成する事業でございま

す。 

また、その下の「外航基幹職員養成事業」です。こちらは、外航職員を目指す若年者のキ

ャリア形成を支援するための訓練の座学研修と乗船研修等が訓練としてございますが、そ

のうち座学研修に要する費用を補助するものでございます。 

 ２つ目の丸「船員の確保ルートの多様化」がございます。こちらが全て新規のものにな

っております。調査することを想定しておりまして、内容として３つございます。１つ目

が民間における内航船員養成の拡充でございます。こちらは、先ほども申し上げました新

６級の養成機関につきまして拡充を図っていきたいという趣旨でございます。その受け皿

となる養成機関を増やす、教育内容のレベルアップを図れないかということを調べてまい

りたいと考えているものでございます。 

２つ目ですが、一般大卒者向けの新たな３級養成課程の創設でございます。こちらは、既

に海大で新３級の養成課程がございます。こちらが船社社員向けとなっておりますので、

船社社員ではなく広く一般大卒に拡大できないかということについて、課題やニーズ等を

検討していきたいというものでございます。 

最後に、女性・高齢者等の活用に向けた職場情報サイトやマッチングスキームの構築に向

けた取組みです。こちらは、まず職場情報サイトにつきましては、船会社の職場環境や労

働条件に関する情報を一元的に職場情報サイトに集約しまして、求職者が情報を比較検討

して、自分に合った仕事探しに役立てていただけるようなサイトができないかということ

について調査を進めてまいりたいと考えているものでございます。関連しまして、マッチ

ングスキームの方ですけれども、こちらは、地方運輸局で船員の職業紹介において求人・

求職のマッチングをしているものです。これをより効果的にするための方策を検討したい

という趣旨でございます。 

 ３つ目の丸「離職船員の再就職支援」でございます。こちらは過去から継続して行って
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いるものですが、２つの事業を掲げさせていただいております。１つ目は左側ですが、船

員離職者職業転換等給付金、こちらは離職を余儀なくされた船員に対して失業等給付の基

本手当受給終了後の再就職の促進及び生活の安定を支援するものでございます。右側、技

能訓練事業です。こちらは離職船員の再就職を支援するために、海技免許、危険物取扱責

任者資格等を取得するための訓練実施費用の一部を補助するものでございます。 

 最後に、４つ目の丸、「優秀なアジア人船員の養成・確保」でございます。こちらは外航

の外国人船員を施策の対象としているものでございます。内容としましては、アジア地域

の船員教育機関の教官に対する研修を実施することによって、アジア地域の船員教育を支

援し、教育の質の向上を通じて優秀なアジア人船員の養成・確保を図ることを狙っている

ものでございます。 

 私からの説明は以上となります。 

【齋藤企画調整官】  続いて、海技教育機構、ＪＭＥＴＳの予算について、同じ資料の

１０ページでご説明させていただきます。 

 ＪＭＥＴＳの予算要求、３１年度は全体で８４.８億円を予定しておりまして、前年度か

ら大幅な増額要求をしたいと考えております。内容としまして、業界のニーズ、技術革新

の動向も踏まえてＪＭＥＴＳの教育の内容の高度化を図るとともに、優秀な船員の養成を

着実に進めることが重要な課題となっておりますので、そのような教育に必要な設備に関

する要求や、学校施設について安全確保を図るための耐震改修工事に関する要求を予定し

ております。 

 具体的な内容として、下に四角囲みが２つございます。まず、１つ目、教育の内容の質

の高度化です。業界のニーズが高い訓練の実施に向けた実習機材の整備を要求したいと考

えております。例えば、写真が２つございますが、左側はＥＣＤＩＳ（電子海図情報表示

システム）の訓練機材を整備する内容です。背景として、現在条約に基づいてＥＣＤＩＳ

が搭載されている船に乗り込む航海士は、国土交通大臣の登録を受けたＥＣＤＩＳ講習を

受講する義務がございます。ＥＣＤＩＳ訓練機材を新たに整備することで、在学中に講習

を受けられる環境を整備したいと考えております。右側、エンジンルームシミュレータで

す。こちらも同様に、条約でヒューマンエラーによる事故を防ぐために危機管理能力、コ

ミュニケーション能力を高めるための訓練が要件化されています。エンジンルームシミュ

レータを整備しまして、繰り返し緊急対応の訓練をすることで高い教育をしていきたいと

考えております。それから、同じ枠の中で２つ目、条約等に対応した新たな訓練の検討で
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す。今後の条約改正、技術革新に基づいてどのような講習のニーズがあるのかを調査した

り、座学だけではなくて実習船においてもどのような実習のニーズがあるのか等を調査す

るために要求したいと思います。 

 それから、右側の耐震改修工事です。これまで耐震が必要な施設は順次整備してきたと

ころですが、３１年度に関しては、残っております海大、波方、口之津の寮や教室の耐震

改修工事に必要な予算を要求していきたいと考えております。 

 私からは以上になります。 

【野川部会長】  それでは、今海事局関係の予算につきまして、海事局の予算要求の全

体像について総務課からお話をいただき、また船員政策課、海技課それぞれから、それぞ

れに係る部分についてのご説明をいただきました。 

 それでは、今ご説明いただいた内容、どれについてでも結構ですので、ご質問等ござい

ましたらお願いいたします。 

 平岡委員。 

【平岡臨時委員】  船員の確保・育成体制の強化で予算の関係をお聞きしたい。倍率は

いかにも１.３７倍という形の中で、今年については極めて大きい要求をしたと思わせるの

かどうか知りませんが、実質的にこの予算は昨年５,２００万円、真水が削減されておりま

す。その中で、今年１億７,０００万円と要求されています。昨年は１億９,６００万円を

要求して、実質的に対前年度より５,２００万円減額された事実関係があります。 

 先ほど説明があったわけでございますが、具体的な中身については昨年の中身を今年そ

のまま踏襲するのかということで、実質的に、ではこの部分についてもう少し増やすなど

そういうことが読み取れない部分があります。昨年もこの場で話はしましたが、５,２００

万円という額は結構大きい額であってそれを予算の中に反映させようとすると、新しいも

のを取り入れるなどない中において、なかなか難しいのではないかとも言ったわけでござ

います。その辺を踏まえて、今年についてはしっかり船員の確保・育成についての予算を

確保する話の中で、去年終わっているのではないかと思います。 

 この中身を見ますと、具体的に大幅に変わったことが見えず、何か今年例えば目新しい

目玉があってということもない中で、昨年のその中身をそのまま踏襲するような話です。

その辺についてどのように考えているのかお聞きしたいと。 

【野川部会長】  いかがでしょうか。 

【土居船員政策課課長補佐】  ご指摘ありがとうございます。１１ページの内容の中で
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４つ丸があると申し上げたところですけれども、特に、今年新規で要求させていただいて

いる部分は、２つ目の丸の船員の確保ルートの多様化という概念でまとめている部分でご

ざいます。いずれも調査を行うことを念頭にしているものです。過去からの船員教育機関

からの新卒採用というルート以外に、新６級制度の更なる拡充を図って、民間養成機関を

経由して内航船員になる方を増やせないか。外航につきましても、一般大卒者向けの２年

で３級が取れる、３級養成課程を創設できないかということも打ち出しております。３つ

目の職場情報サイトやマッチングスキームですが、こちらも広く船員さんの労働環境の改

善や、一度は陸に上がった船員さんたちがまた船員さんとして働いていただける機会を増

やすことを目的として打ち出しているものでございます。新しいものとしては、こちらの

船員の確保ルートの多様化がございます。あとは、船員計画雇用促進等事業については、

たしかにスキームの中身として去年に引き続き踏襲とはなっていますが、昨今のこの事業

に対するニーズを踏まえまして、額としては多めに増額の要求をしているところでござい

ます。 

【野川部会長】  平岡委員。 

【平岡臨時委員】  まことに申しわけないですが、今のトライアルの話にしても実際は

予算が確保できなくて、毎年毎年減少傾向のその単価のその幅がある中において、今の話

でいきますと、昨年のその辺のところを継続していきたいというお話はされています。 

 要求の額が昨年よりも少ない中で、昨年５,２００万円減額されているわけです。その中

で、例えば昨年の部分５２００万円をカバーしながらやるのであればいいでしょう。今の

話では、この要求額を満額取ってもらわないと、昨年された分についてそれのカバーがで

きるような状況でないと思いますが、その辺はどうですか。 

【土居船員政策課課長補佐】  一般論にはなりますが、予算要求につきましては要求し

た額に対して一定の率で削減、査定されるものではないと理解しております。必要な規模

だとこちらが説明してそれが通じれば、特に去年と同じ割合で削減されるなどそういう類

のものではないと思っておりますので、今年の要求作業に尽力してまいりたいと思ってい

るところでございます。 

【野川部会長】  内藤委員。 

【内藤臨時委員】  内航総連で船員政策を担当しておりますので、お話を伺いたい。船

員の確保に関して、昨年来からつくられております「内航未来創造プラン」で、今幾つか

の会議で船員に関わることが継続で審議をされています。例えば、ＪＭＥＴＳの話におい
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ても、お金の問題もあるかと思いますが、内容を変えていこうという論議がされ、我々業

界としては全体の人口が減るので、生産性の上がるような将来の船員像を考えていくと理

解しております。 

 それと同時に先ほどお話がありましたように、ＪＭＥＴＳの内容で構造物の件で、今の

お話の中に小樽校の耐震は入っていないのですが、そういうことも含めてお金の問題と将

来の船員の働き方、労務軽減、先ほど出てきた荷役の問題などをこの創造プランの中、各

委員会で進められていくと思います。平岡委員がおっしゃるように、お金の面も大切です

が、どのような働き方をしていくかをご検討していただきたいと思います。 

 以上です。 

【野川部会長】  ありがとうございます。 

 平岡委員。 

【平岡臨時委員】  内藤委員に、まことに申しわけないですが、「内航未来創造プラン」

の中でいろいろなスキームがあることはわかっています。その辺のところについては、海

事局の中で順次その辺も抽出しながら経過報告等をやっています。例えば、それがこの予

算の中に反映されているかどうかが１つの問題です。今、内藤委員が言われていましたよ

うに、確保・育成の中の話にしても、では例えばそれが今年は強化という形で書いていま

すが、全くその辺が反映されているのかどうなのかが疑問であります。これはしつこいよ

うですが、昨年大幅に減額されているわけです。それに対して、今年についてはそのまま

「内航未来創造プラン」の中でも確保・育成の話がいろいろ出ているわけです。その辺を

踏まえた中で、もう少しその辺の要求のあれはなかったのか。その辺を聞きたいというこ

とだけです。 

【野川部会長】  よろしいですか。平岡委員のおっしゃっていることのポイントの１つ

は、昨年も同じように一定額を要求して５,０００万円なりの減額があったところ、今年も

同じようなことをやってそれを繰り返すと、来年になるとまた同じ質問が出ることになる

わけですよね。 

 それに対しては、私の考えでは、例えば船員の確保ルートの多様化という新しい内容を

盛り込んだとすれば、それが少なくとも去年までのように、要求してはある程度削られる、

というようなことではない対応をされるような、いわば「こういう工夫をしています」な

ど、そういうことがある程度あると、多少の努力をここではされていると受け止められま

す。 
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 例えば、先ほどのご説明でわかりにくかったのは、船員の確保ルートの多様化に３つあ

りますとおっしゃった。内航船員養成の拡充、３級養成課程の創設、マッチングスキーム

の構築、最後の「取組みを進める」というのは、この３つ全部にかかっていますね。それ

とも、最後だけにかかっているのですか。 

【土居船員政策課課長補佐】  取組みについては、３つの内容全てにかかっているもの

でございます。 

【野川部会長】  例えば、新たな３級養成過程の創設は具体的です。そうすると、それ

を予算を組んで行うといったら、もっと具体的な「こういう形でやります」というのがあ

って「取組みを進める」というのが意味のある言い方になります。また、「取組みを進める」

のが全部にかかっているのだったら、将来こういうことを実現するために、例えば先ほど

おっしゃっていた調査をこういう形で行う、というような形で総括できます。それは理解

できます。 

 つまり、来年度に例えば３級の課程が創設されました、といったようなことになるかど

うかはともかく、こういったことが実現されるために逐次調査をしたり、ヒアリングをし

たり、それからいろいろな環境整備に向けて、検討するなどそういったことについて予算

を設けるので、その成果は例えば来年度以降新たな形での予算要求で示していきたいなど、

そういう形でおっしゃればそれなりに意味はわかるのです。 

 ただ、先ほどのご説明だと、また毎年毎年同じようなものがあり、あるいは新規のもの

もあるけれども、結局それは、ある程度認められることもあるけれど、結局は同じような

削減措置になったとなると、また来年今のようなご質問が出てくるとなります。その点を

もう少し詳しく説明していただくとよかったと思います。 

 課長。 

【三輪田船員政策課長】  部会長、補足いただきましてどうもありがとうございます。

我々も申し上げたかった趣旨をまさに今部会長に補足していただいた趣旨でございます。 

 たしかに、毎年度毎年度「新しいものがこれです」と明確にお示しできれば、それはそ

れで我々としてもいいと思います。ただ、船員の確保・育成対策は非常にじっくりと取り

組まないといけない課題だと我々も考えております。すぐ拙速にやるというよりは、まさ

に２つ目の白丸のところが調査費という計上の仕方ではありますが、ここでほんとうにど

のボタンを押せば効果が一番高いのかも含めて、そこを見極めていくための調査をまずさ

せていただきます。その上で「ここだよ」ということがわかってくればそれに沿って、次
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年度以降になってしまいますが、引き続き、また、予算に関わる話だけではなく、先ほど

内藤委員からもご意見頂戴しました汗をかく部分も含めてやっていきたいと考えておりま

す。 

【野川部会長】  続けて、いかがでしょうか。 

【池谷臨時委員】  今、船員の確保・育成対策の強化に関して、内航関係を含めた取組

みに関してを重点的に話されていると思っております。一方で、外航の船員の確保という

部分におきまして、今年２月の日本船舶及び船員の確保に関する基本方針、それの見直し

に伴って、１８年度から向こう１０年間で１.５倍にしましょうという目標を改めて掲げて、

量的検討会が５月に立ち上がって、７月までの間、３回の議論、検討がされてきておりま

す。そこでの議論等については、いまだ船員部会において経過もしくはどういった内容な

のかという開示がされていない状況です。 

 そういった状況の中で、今年度の概算要求を組む上で、要するに、どのような取り組み

をここに盛り込んでいく考えで予算概算をこうやって組み立てたのか。まず、そこについ

てお考えを教えていただければと思います。 

【野川部会長】  いかがでしょうか。 

【土居船員政策課課長補佐】  ありがとうございます。外航日本人船員の確保の関係で

すが、その関係の予算としましては、同じ１１ページでございます。 

 まず、外航基幹職員養成事業、１つ目の丸の右側の下にあるものです。こちらは過去か

ら継続しているものですが、こちらを引き続きしっかりと実行していくのが１つ柱という

か、内容でございます。２つ目としましては、船員の確保ルートの多様化の中に、一般大

卒者向けの新たな３級養成課程の創設という先ほどもご説明差し上げたものがございます。

こちらが説明は重複いたしますが、今船社社員向けとなっている新３級養成課程につきま

して、広く一般大卒の方に拡大してより外航日本人船員の担い手を増やしていけないかを

考えているものでございます。 

【野川部会長】  池谷委員。 

【池谷臨時委員】  船員の確保ルートの多様化の部分でそのように今説明がございまし

た。いずれにしても量的検討会の議論の中で、具体的にそういった内容について精査もし

くは検討を進めていくにあたって、まず足元の教育現場等における理解をきちんとした上

で、その上でいろいろな話をまだ続けましょうと。参加した委員の中からもいろいろな質

問があって、そこの段階で正直なところまだ検討会の中ではその辺の取組み等、要するに
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方向性等整理がされていないと私自身は思っておりました。そういったことが整理されな

い中で、そういう取組みをこういうところで示していく内容となっている。その辺が正直

なところ理解に苦しむ部分がございましたので、あえて質問させていただきました。 

【野川部会長】  では、その検討会の中で話し合われた内容がどのようにこの予算に反

映しているのか。あるいはそれは必ずしもここでお金の問題として対応しているのではな

いということなのか。その考え方とこの予算との関係はどうなっているのかということで

すよね。それが十分にここからは理解できないということだと思います。いかがですか。 

【土居船員政策課課長補佐】  お答えいたします。外航日本人の量的確保の検討会は、

３回開催して議論させていただきました。外航日本人船員の量的確保に向けた取組みにつ

いていろいろご紹介させていただいたところで、その後船員部会に報告するには至ってお

りません。その中で船員部会の報告につきましては、各委員と個別にご意見を調整させて

いただいているところでして、報告できる段階には至っていません。その中で予算に関係

する部分については、着実に動きを止めることなく概算要求に乗せさせていただいたとこ

ろでございます。その内容としましては、３回目の外航量的確保検討会で紹介いたしまし

た中身をやらせていただいている理解でございます。 

【野川部会長】  課長。 

【三輪田船員政策課長】  補足をさせていただきます。そういう意味では、池谷委員か

らそういうご意見をいただいているところも承知はしつつも、池谷委員がお考えのスピー

ド感と、我々がでは実際どう動けるかというスピード感がずれているところもあろうかと

思っております。 

 ただ、今池谷委員からご指摘があった新３級の関係であれば、養成課程を新しくつくっ

ていくためには当然教育現場の実情であったり、そういったものは当然踏まえて制度設計

をしないといけないと思っております。今回の予算要求の中身自体は、調査費であり、今

これを具体的にこうやりますとお見せできる段階にはないですが、教育現場における理解

も当然踏まえた上で、進める段にあたっては進めていきたいと考えております。 

【野川部会長】  森田委員。 

【森田臨時委員】  今の事務局の説明は私の理解と違うのですが、要するに外航日本人

船員の量的観点からの確保・育成に関する検討会を開催して、それを平成３１年度の概算

要求を盛り込むことを前提として、論議をしてきたはずです。今のスピード感が違うとい

うのは全く意識といいますか、検討会を開いた意味自体が全く違ったものになってきます。
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今の事務局の説明は訂正していただきたいと思いますが、いかがですか。 

【野川部会長】  課長。 

【三輪田船員政策課長】  我々としても、そのときどきに一番適したものを予算の要求

のタイミングに入れていく理解でやっております。当然全て補助制度という形でいきなり

できるものでもないと考えております。その点も含めて考えた上で、養成課程を新しくつ

くる話については、いろいろなことを整理、調査した上で進めていくべき話だという理解

です。 

【野川部会長】  森田委員。 

【森田臨時委員】  逆に言いますと、外航日本人船員の量的観点からの確保・育成に関

する検討会の中で、「この部分についてはコンセンサスを得られたから予算に反映してい

きましょう」という了解があったという理解でよろしいでしょうか。 

【三輪田船員政策課長】  その点については必ずしも一致していることではございませ

んでした。いろいろなお立場からさまざまなご意見をいただいております。ただ、検討会

の中では我々行政としてこのタイミングでできる施策としては「こういうものでございま

す」ということはお示ししました。これについていろいろご意見をいただき、進めてきた

と理解しております。 

【野川部会長】  すいません、確認です。量的確保検討会の中で、この問題については

３１年度予算の概算要求に反映させたいということは、どこかでは確約されていますか。 

【三輪田船員政策課長】  確約といいますか、こういう方向で予算要求を視野に入れて

国交省として施策を進めていきますということで、ご説明をさせていただいてご意見を頂

戴していたと聞いております。 

【野川部会長】  今年度の予算で要求したことと同じことだけが要求されているという

ことであると、検討会の議論が十分に反映されているとは言えないのではないかという批

判は当然あり得ると思います。例えば今年はこういう形でもう少し詰めて、来年度にこの

ように要求をする考えはあるなど、そういうところまではあったほうがよろしいのではな

いでしょうか。 

【三輪田船員政策課長】  私の申し上げ方がまずかったかもしれませんが、「３１年度要

求としてこういうことをやっていきます」と検討会の場でご説明させていただきました。

それまでの単に実績ベースの施策をご説明させていただいたということではないと思って

おります。 
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【野川部会長】  森田委員、よろしいですか。 

【森田臨時委員】  もう少し一貫性を持っていただきたい。要するに、元々外航日本人

船員の量的観点からの確保・育成に関する検討会を本年の４月というタイミングで立ち上

げて３回集中的に論議をしたのは、平成３１年度の概算要求に盛り込むためだったのでは

ないですか。それについていいところ取りといいますか、国土交通省にとって都合のいい

部分だけつまみ食いをされても困ります。その辺りをもう少し一貫性を持ってこれからや

っていただきたいということは申し上げておきたいと思います。 

【三輪田船員政策課長】  いただいたご意見も踏まえて、またこれから考えていきたい

と思います。 

【野川部会長】  予算のことは重要ですが、大分時間も取りましたので……。 

【森田臨時委員】  １点だけよろしいですか。 

【野川部会長】  森田委員。 

【森田臨時委員】  海技教育機構についてです。いただいた資料では、要求のトータル

の金額は記載されています。ブレイクダウンした内容について理解をしたいので、お伺い

したい。 

 船員養成実施体制の維持運営にかかる費用と教育内容の質の高度化・深度化にかかる費

用、並びに耐震改修工事の推進にかかる費用、それぞれのブレイクダウンした数字を教え

てください。 

【野川部会長】  いかがでしょうか。 

【齋藤企画調整官】  運営費交付金に関しては、８４.８億円のうちの７３．９億円です。

このうち、例で挙げています教育の質の高度化として、例えば左側の写真のＥＣＤＩＳ訓

練施設に関しては３,８００万円、右側の写真のエンジンルームシミュレータに関しては１

億円です。それから、耐震改修工事は全体で９.１億円を予定しています。 

【森田臨時委員】  要するに運営にかかる費用については７３.９億円という説明ですが、

前年度が７４億円でした。運営費自体は上がっているのですか、下がっているのですか。 

【齋藤企画調整官】  ３０年度の予算額７４億円のうち、運営費交付金は７１.８億円で

す。よって、運営費交付金は増額要求しています。 

【森田臨時委員】  増額要求はまことに結構だと思います。独立行政法人は将来的にシ

ュリンクしていく状況の中で、増額していただけるのは結構です。実現可能性といいます

か、増額を要求するからには頑張って確保していただかないといけない。その辺について



 -15-

認識としてはいかがですか。 

【齋藤企画調整官】  ＪＭＥＴＳは我が国の重要な船員養成機関ですので、必要な予算

確保に向け、尽力してまいります。 

【野川部会長】  はい。 

【森田臨時委員】  少なくとも昨年度並みには確保していただけることについては、あ

る程度この場で明言していただければ大変有り難いです。 

【野川部会長】  いかがですか。 

【齋藤企画調整官】  増額要求しました昨年度並みには確保できるように努力いたしま

す。 

【野川部会長】  森田委員。 

【森田臨時委員】  増額要求をしているわけですから。増額要求をするということは、

少なくとも昨年度並みの予算は確保していただかないと、全く増やす趣旨と言いますか、

意味が理解できなくなります。きちんと少なくとも昨年度並みの予算についてはこの場で

確約をしていただけると、財務省という相手がある話なのでなかなか難しいと思いますが、

改めてしっかりと言っていただければと思います。 

【野川部会長】  審議官。 

【海谷審議官】  ＪＭＥＴＳの予算関係でございますけれども、教育体制の充実につい

て、これまでも様々な場で議論されておりますので、できるだけ予算要求の反映に努力し

てまいりたいと思っております。 

 一方で、様々な改革をしていかないと、ただ漫然とこれまでどおりの要求をしているだ

けですと、なかなか査定当局の理解を得られないのではないかと。私は、前職会計課長で

したので、余計そういう感じがいたします。そういうことも含めて、今後いろいろな形で

ご相談していければと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

【野川部会長】  よろしくお願いいたします。あと、この予算関係で……。 

 平岡委員。 

【平岡臨時委員】  離島航路の関係で想定の予算の地域活性でその中から、去年離島航

路は去年７０億ぐらいですか。それで今年もそういう格好に、その辺のところがそういう

ことになろうかと思います。ただ、旅客船の場合、航路の維持・存続の話をすると、離島

航路だけではなくてここで地域公共交通維持改善事業という格好で地域交通という意味に

解すれば、必ずしも離島航路という話ではない。例えば、架橋と競合する、この場でも何



 -16-

回も話したと思います。そういうところにこの地域活性を活用できないのか。今までの中

でその辺の話をずっとするのですが、「離島航路だけであってその部分については使えませ

ん」というお話をされているわけです。ただ、ここの会計上の地域公共交通確保という話

をすれば、それは地域に関する話ですから。その部分で離島航路の予算だけではなくて、

それプラスアルファの形の中で予算を取っていただいて、それを使うことができないのか。

その辺のところは検討していただくことはできないですか。 

【野川部会長】  いかがでしょうか。 

【庄司企画官】  今の点をお答えいたします。まず、ここで計上しております離島航路

の確保維持、これはまさに離島の住民にとって唯一の移動手段になるものについて、しっ

かりと維持をしていくための制度でございます。昨年度同様、赤字の航路や構造改革を進

める事業者の船の代替など、そういったものについてしっかりと所要の予算を計上すると

いうものでございます。 

 また、それ以外にも、ご指摘のようにいろいろな観点から重要な航路や船があると思い

ます。そういったものについてどういう形で維持をしていくのか、活性化していくのかに

ついては、不断に検討していきたいと思っております。予算という形でもそうですし、今

回も一部予算にも入っています。例えば、船舶管理事業者登録制度等によって、より維持

や管理運営がしやすくなるようなもの、そういったところも含めて、昨年一旦「内航未来

創造プラン」の形で検討させていただいているところではございます。重要な論点、視点

だと思っていますので、不断に検討は続けてまいりたい、このように考えております。 

【野川部会長】  平岡委員。 

【平岡臨時委員】  捉え方の観点が違うのではないかと思います。ここで言っているの

は、これは地域活性の外づけの予算ですよね。地域活性の総枠の中の二百何十億かその辺

とっているところで、国交省が地域活性化として陸海空の中のその辺の予算の一部を離島

の場合そこで確保する、これはそういう予算ですよね。 

【庄司企画官】  事業名を正確に申し上げますと、地域公共交通確保維持改善事業とい

うことで、活性化までは名称には入ってはいません。まさにしっかりと維持をしていくた

めの予算の枠組みでございます。 

【平岡臨時委員】  ですから、内航未来創造プランなど、その辺のところは別の枠の地

域活性、その部分で維持改善事業という形の中で予算を確保するのであれば、先ほども言

いましたように、必要不可欠な航路もあるわけです。それで道路偏重政策によってやられ
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ている航路もあるわけです。必要不可欠な航路であるのであれば、予算の１つとしても取

れるのではないかと言っているわけであって、その辺のところで毎年話をするでしょう。

「予算がありません」、そういうお話をされるから、だったら、ここで地域公共交通という

格好をしているのであれば、その中で予算の検討やどのようにやるか、そういうケースス

タディはできるのではないですかと言っているのです。 

【野川部会長】  では、課長。 

【三輪田船員政策課長】  横からとなり、大変申しわけございません。 

 この事業自体が総合政策局という別の部署の所管ということもございます。まず、そう

いったご意見があることを所管部署に伝えることをしたいと思います。それが１点です。 

 それから、前回のこの部会の場で、平岡委員からお話がありました宇高航路は、来月の

部会においてご説明すべく今準備をしております。おそらく、これと趣旨がかぶってくる

ところがあると思いますので、これを含めてご説明したいと思います。 

【野川部会長】  すいません。大分時間がたちましたので、これをずっとやっているわ

けにもいきません。予算の概算要求については今説明していますが、これから要求するの

ではなくて、もうしているわけです。あとは、だからそれがどういう形で下りるかという

ことです。もちろん、まだやることがないわけではありませんが、今のさまざまなお話の

うち、例えばよくわかりにくかった部分、それから、今後こうして欲しい部分については、

是非少なくとも来年の予算要求の時期には、そういった説明ができるようにきちんとテイ

クノートしておられると思いますので、対応していただきたいということです。 

 それから、今のように他の部署と絡む部分です。これについても、できれば、それは事

前にわかっていることですので、ある程度例えば総合政策局でのこういう方針と海事局で

のこのような事情があってと、少しお話できることも考えておいていただければと思いま

す。 

 それから、私から総務課に１点だけ、これは非常に簡単なことでずっと出ているお話で

す。昨年度の予算の概算要求の状況と今年との比較のようなことでお話をされる内容も多

いので、お伺いしたいのは、来年度の要求額１２０億８,０００万円です。これが３０年度

の予算額９８億５,８００万円、去年に比べて１.２３倍、２３％増しです。これは当然決

定された予算額に対するパーセンテージです。それで昨年度の、つまり今年度予算につい

てはどれくらいの額を総額として要求されてこの額になったのか。 

 それから、昨年度の予算要求は、その前年度の請求に対してはどれくらいのパーセンテ
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ージの増しだったのかを、もしおわかりでしたら教えていただけますか。 

【庄司企画官】  手元に数字がございませんので、後ほどお答えさせていただきたいと

思います。 

【野川部会長】  わかりました。要するに、全体として海事局の予算の構造はこのよう

になっていて、毎年の要求とそれに対する対応はこういう傾向があると、そういうような

ことだけでもあると、他のブレイクダウンされたいろいろな措置に対する予算の動きもイ

メージがつかみやすいということです。 

 すいません。船主側は何かございませんか。よろしいですか。大変申しわけありません

が、また何かございましたら直接事務局におっしゃっていただければと思います。本日は

時間もありますので、予算関係についての質疑はここで終わりとさせていただきます。 

 それでは、次の議題に移りたいと存じます。議題２の船員に関する特定最低賃金（海上

旅客運送業）の改正について、専門部会での調査審議の結果について事務局よりご報告い

ただいた上で審議をしたいと存じます。 

 それでは、ご説明お願いいたします。 

【鈴木労働環境対策室長】  船員政策課労働環境対策室長でございます。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、全国内航鋼船運航業及び海上旅客運送業最低賃金専門部会における調査審議

の結果につきまして、資料２によりご報告させていただきます。 

 お手元タブレットに表示されております資料２の「船員に関する特定最低賃金の審議に

ついて」の左側の全国内航鋼船運航業の最低賃金専門部会でございますが、８月２０日に

第１回の専門部会を開催し審議を行いました。その結果、第１回において労使の合意は得

られず、１０月２２日開催予定の次回の専門部会までに、労使間にて調整を行うことで合

意をいただいております。次に、海上旅客運送業最低賃金専門部会についてです。お手元

資料２の右側にございますとおり、８月２０日及び９月１３日の２回にわたって調査審議

を行いました。その結果、専門部会として海上旅客運送業最低賃金額につきましては、ご

覧のとおり、事務局を除く職員については２４４,０５０円を２４５,３５０円に、事務部

職員につきましては、１８９,９５０円を１９１,２５０円に、部員につきましては１８２,

６００円を１８３,９００円に、それぞれ改正することが適当であるとの結論に至りました。 

 以上の金額につきましては、お手元タブレット右上に資料２－２として表示されており

ます「（案）船員に関する特定最低賃金（海上旅客運送業最低賃金）の改正について」にお
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いて記載しております。また、最低賃金専門部会においてご審議いただきました委員の皆

様方は、こちらに掲げさせていただいております。 

 全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会の審議状況及び海上旅客運送業最低賃金専門部会

に係る審議結果につきましては、以上のとおりでございます。報告は以上です。 

【野川部会長】  それでは、ただいまのご説明、ご報告につきまして質問等ございます

か。よろしいでしょうか。それでは、特になければ、「船員に関する特定最低賃金（海上旅

客運送業）の改正について」は、資料２の今ご覧いただきました案のとおりの結論とし、

海事分科会長にご報告したいと存じますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移りたいと存じます。議題３の「船員派遣事業のフォローアップ

会議の報告」について、これも事務局より報告をお願いいたします。 

【細田雇用対策室長】  雇用対策室長です。ご報告差し上げます。 

 今タブレットに資料３を表示させていただきました。船員派遣事業等フォローアップ会

議の報告につきましてです。本会議は８月２４日に開催いたしました。資料３でございま

す。船員派遣事業の許可をした後に実施した事業所監査の結果について、ご報告を差し上

げることになっております。派遣事業の適正な実施を図るために、地方運輸局等で監査を

行っております。そちらの結果につきまして、事務局から報告をさせていただきました。 

 資料の１．被監査事業者の概要等が、監査いたしました事業者の概要となっております。

（１）は船員派遣の実施状況でございます。許可は得ましたが、まだ船員派遣を行ってい

ない事業者が１３ありました。３３事業者に対して監査を行いましたが、実施は２０事業

者、未実施が１３事業者の形になります。（２）でございます。その監査に行きました事業

所についてでございます。船員の数についてでございます。その中で８８８人の合計で船

員が雇用されておりました。内訳としまして、派遣船員が１８５人、それ以外が７０３人

でございました。派遣先の船舶は１６８隻でありました。派遣先の企業は１００事業者で

ございます。 

 続きまして、２．事業所監査における是正状況でございます。今回実施しました監査に

おいて３事業者につきまして、この４つ示しました派遣契約書の記載の不備、契約締結時

の不備、そういった是正事項がございました。これは全て今日において改善済みと報告さ

れております。主な意見としまして、そういった不適切な事案についてご質問などいただ
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きましたけれども、こちらの方で回答させていただいたということでございます。 

 参考に、委員の名簿をつけております。ご確認いただきますとともに、これで報告を終

わらせていただきます。よろしくお願いします。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの船員派遣事業とフォローアップ会議についての報告に関して、何

かご質問等ございますか。 

 松浦委員。 

【松浦臨時委員】  今、説明がありましたが、是正指導を受けた３事業者のうちのここ

の中身の話です。一番下に「質問があって違反の内容について事務局から回答した」とい

うことですが、船員派遣契約の締結時の不備のところが気になります。この内容を、もし

よろしければその中身について話せる範囲で構いませんが、教えていただけませんか。 

【野川部会長】  いかがでしょうか。 

【細田雇用対策室長】  決定的な瑕疵があったなどではなくて、締結時の書類の書き方

に不備があったと、こういうことでございますのでそこのところは……。 

【野川部会長】  松浦委員。 

【松浦臨時委員】  その書き方の不備というなら、契約書の記載の不備の話だと思いま

した。ではない締結時の不備ということだったので今お聞きしました。話せないような中

身ですか。できたら、教えていただけませんか。 

【野川部会長】  だから、違反内容を分類しているわけでしょう？ 手続き上の不備だ

ったら入る内容を今説明されたように思うので、ここだとそれとは違う内容の違反があっ

たと取れるので、そういうことなのかということです。もし、「いや、実はこちらに入るべ

きでした、手続き上の不備に入れるべきことでした」というのだったらそれはそれでいい

ですが、いかがですか。 

【細田雇用対策室長】  そのとおりです。 

【野川部会長】  では、分類が間違っていたと、こういうことですね。 

【細田雇用対策室長】  はい。すいません。 

【松浦臨時委員】  そういうことですか。 

【野川部会長】  ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ないようでしたら、次の議題に移りたいと思います。 

 議題４の船員派遣事業の許可についてでございます。本件につきましては、個別事業者
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の許可に関する事項であり、公開することにより当事者等の利益を害するおそれがありま

すので、船員部会運営規則第１１条ただし書の規定により、審議を非公開とさせていただ

きます。マスコミ関係の方をはじめ、関係者以外の方はご退席をお願いいたします。 

 

（非公開・関係者以外退席） 

 

【野川部会長】  本日意見を求められました諮問につきましては、別紙に掲げる者に対

する船員派遣事業の許可について許可することが適当であるという結論とすることとし、

海事分科会長にご報告したいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、次に議題５の無料の船員職業紹介事業の許可について、これも事務局からご

説明をお願いいたします。 

 

(非公開・関係者以外退席) 

 

【野川部会長】  本日意見を求められましたこの諮問につきましては、別紙に掲げる者

に対する無料の船員職業紹介事業の許可について許可することが適当であるという結論と

することとしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、これで本日の予定された議事は全て終了いたしました。ほかに何かございま

すか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局よりお願いいたします。 

【長岡労働環境技術活用推進官】  次回の部会の開催日程につきましては、部会長にお

諮りした上で改めてご連絡をさせていただきます。事務局からは、以上でございます。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、交通政策審議会海事分科会第１０５回船員部会を閉会い

たします。本日は、部会長の不手際で少し時間をオーバーいたしまして、申しわけござい

ませんでした。お忙しいところ、委員及び臨時委員の皆様にはご出席をいただきありがと
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うございました。 

 

―― 了 ―― 


